
6広報とよおか　2007.7.10

　

現
在
、
老
人
保
健
医
療
受
給
者

で
申
請
の
あ
っ
た
方
に
交
付
し
て

い
ま
す「
老
人
医
療
の
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
黄
色
）の
有
効
期
限
が
７
月　

日
３１

（
火
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
交
付
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
後
日
送
付
し
ま
す
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
新
た

に
交
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

各
区
分
の
対
象
者
や
負
担
額
な

ど
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

入
院
の
場
合
、
低
所
得
者
Ⅱ
お

よ
び
Ⅰ
の
基
準
に
よ
り
医
療
費
の

減
額
を
受
け
る
た
め
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
医
療
機
関
に
認
定
証
の
提

示
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
必

ず
入
院
さ
れ
る
前
に
「
老
人
医
療

の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
の
交
付
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

外
来
で
受
診
し
た
場
合
は
、
医

療
機
関
の
窓
口
で
は
減
額
認
定
証

を
提
示
さ
れ
て
も
自
己
負
担
限
度

額
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
医
療
費

の
１
割
を
支
払
っ
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

個
人
ご
と
ま
た
は
世
帯
ご
と
の

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
支

払
っ
た
分
は
、
申
請
に
よ
り
高
額

老
人
保
健
医
療
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ 
老
人
保
健
医
療
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ 

老
人
医
療
の
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

有
効
期
限
は
７
月　

日（
火
）で
す

３１

医
療
費
と
し
て
支
給
し
ま
す
。

●
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
申
請
、
高
額
医
療
費
支

給
申
請
に
必
要
な
も
の

・
健
康
保
険
証

・
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証

・
振
込
口
座
番
号
の
分
か
る
も
の

　
（
郵
便
局
以
外
）（
高
額
医
療
費

支
給
申
請
の
み
）

・
過
去
１
年
以
内
の
入
院
時
の
領

収
書
（
減
額
認
定
申
請
の
み
で
、

該
当
が
あ
れ
ば
入
院
日
数
確
認

の
た
め
必
要
）

・
印
鑑

※
既
に
「
老
人
保
健
高
額
医
療
費

支
給
申
請
書
」
を
提
出
さ
れ
て

い
る
方
は
内
容
に
変
更
が
な
い

限
り
改
め
て
申
請
書
を
提
出
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

先
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

と
お
り
、
平
成　

年
４
月
か
ら
後

２０

期
高
齢
者
医
療
制
度
が
実
施
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
８
月
１
日

か
ら
有
効
の
減
額
認
定
証
の
有
効

期
間
は
平
成　

年
３
月　

日
ま
で

２０

３１

と
な
り
ま
す
。
４
月
以
降
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
は
、
後
日
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　　

平
成　

年
度
の
市
県
民
税
の
課

１９

税
決
定
に
伴
い
、
負
担
区
分
に
変

更
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
該

当
す
る
受
給
者
に
は
個
別
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
の
で
、
受
給
者
証
の

交
換
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

変
更
の
な
い
場
合
は
、
平
成　

年
２０

３
月　

日
ま
で
現
在
お
持
ち
の
受

３１

給
者
証
を
使
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
減
額
認
定
証
と
同

様
に
４
月
以
降
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
は
、
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

自
己
負
担
割
合
が
変
わ
っ
た
場

合
や
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け

た
と
き（
入
院
の
場
合
）は
、
そ
の

都
度
、
必
ず
新
し
い
受
給
者
証
等

を
健
康
保
険
証
と
と
も
に
医
療
機

関
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
変
更
の
な
い
場
合
で
も
、

最
低
、
月
に
１
回
は
窓
口
に
提
出

し
て
確
認
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

提
出
さ
れ
な
い
場
合
ま
た
は
健

康
保
険
証
の
み
提
出
さ
れ
た
場
合

は
、
全
額
自
己
負
担
（　

割
負
担
）

１０

ま
た
は
自
由
診
療
扱
い
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証

医
療
機
関
で
の

受
給
者
証
な
ど
の
提
示

《
申
請
・
問
合
せ
》

　

市
民
課
国
保
医
療
係
ま
た
は

　

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

対象者

対　　象　　者区　　分

市民税非課税世帯の受給者低所得者Ⅱ

税法上の経過措置対象者と同一世帯の市民
税非課税である受給者

低所得者Ⅱ（経）

・市民税非課税世帯で世帯員の各所得が０
円（公的年金は控除額を８０万円とします）
・市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者

低所得者Ⅰ

・税法上の経過措置対象者と同一世帯の市
民税非課税である老齢福祉年金受給者

・税法上の経過措置対象者である老齢福祉
年金受給者

低所得者Ⅰ（経）

※低所得者Ⅰ（経）・Ⅱ（経）は、同一世帯に経過措置対象者以外に
市民税課税者がいない場合。
※税法上の市民税に係る経過措置対象者＝前年の合計所得金額
１２５万円以下であって平成１７年１月１日現在において６５歳以上
の方（昭和１５年１月２日以前生まれ）

（経）は経過措置対象者

医療費の自己負担限度額（１カ月当たり）

自己負担限度額
区　　分

外来＋入院（世帯ごと）外来（個人ごと）

２４，６００円
　８，０００円

Ⅱ低所得者
（１割負担） １５，０００円Ⅰ

４４，４００円１２，０００円一般（１割負担）

※低所得者には経過措置対象者を含みます。

一般病床に入院する場合の食事代の負担額

１日（３食）計１食区　　　分

６３０円２１０円（９０日未満）
低所得者Ⅱ

４８０円１６０円（９０日以上）

３００円１００円低所得者Ⅰ

７８０円２６０円一　　　般

※低所得者Ⅱの区分は過去１年間の入院日数によります。
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昭
和　

年
１
月
１
日
以
前
か
ら

５７

市
内
に
所
在
す
る
住
宅
で
、
次
の

要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
固
定
資

産
税
額
を
一
定
期
間
減
額
し
ま
す
。

①
平
成　

年
１
月
１
日
か
ら
平
成

１８

　

年　

月　

日
ま
で
の
間
に
、

２７

１２

３１

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
耐
震
基

準
に
適
合
し
た
改
修
工
事
を
施

し
た
も
の

②
１
戸
当
た
り
の
工
事
費
が　

万
３０

円
以
上
の
も
の

▽
減
額
税
額　

耐
震
改
修
を
行
っ

た
住
宅
の
固
定
資
産
税
額
の
２

分
の
１
を
減
額

※
１
戸
に
つ
き
床
面
積
の
１
２
０

平
方
メ
ー
ト
ル
相
当
分
ま
で
が

対
象
（
併
用
住
宅
は
居
宅
部
分

の
み
）

▽
減
額
期
間　

減
額
さ
れ
る
期
間

は
、
耐
震
改
修
工
事
が
完
了
し

た
年
の
翌
年
度
分
か
ら
、
工
事

完
了
時
期
に
応
じ
て
次
の
と
お

り
で
す
。

▽
減
額
申
告
方
法　

次
の
申
告
書

類
を
添
え
て
、
改
修
工
事
完
了

後
、
原
則
３
カ
月
以
内
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

①
住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う
固
定
資

産
税
減
額
申
告
書

②
耐
震
改
修
工
事
代
金
領
収
書　

（
耐
震
改
修
工
事
の
費
用
が
確

認
で
き
る
も
の
）

③
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
た

工
事
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

指
定
確
認
検
査
機
関（
地
方
公

共
団
体
・
建
築
士
・
指
定
住
宅
性

能
評
価
機
関
・
指
定
確
認
検
査

機
関
）な
ど
が
発
行
す
る
証
明

書

　

平
成　

年
１
月
１
日
以
前
か
ら

１９

市
内
に
所
在
す
る
住
宅
に
つ
い
て
、

一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

を
実
施
し
、
次
の
要
件
を
満
た
す

場
合
は
、
固
定
資
産
税
額
を
減
額

し
ま
す
。（
賃
貸
住
宅
を
除
き
ま

す
）

〈
住
宅
居
住
者
〉

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

が
居
住
し
て
い
る
こ
と

①　

歳
以
上
の
方

６５
②
介
護
保
険
法
の
要
介
護
ま
た
は

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方

③
障
害
者

〈
対
象
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
〉

�
工
事
期
間　

平
成　

年
４
月
１

１９

日
か
ら
平
成　

年
３
月　

日
ま

２２

３１

で
の
間
に
実
施
さ
れ
た
も
の

�
工
事
費
用　

１
戸
当
た
り
の
工

事
費
が　

万
円
以
上
（
補
助
金

３０

等
を
除
く
自
己
負
担
額
）
の
も

の
�
工
事
内
容　

次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

・
廊
下
の
拡
幅

・
階
段
の
勾
配
の
緩
和

・
浴
室
の
改
良

・
ト
イ
レ
の
改
良

・
手
す
り
の
取
付
け

・
床
の
段
差
の
解
消

・
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

・
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

▽
減
額
税
額　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改

修
を
行
っ
た
住
宅
の
固
定
資
産

税
の
３
分
の
１
を
減
額

※
１
戸
に
つ
き
床
面
積
の
１
０
０

平
方
メ
ー
ト
ル
相
当
分
ま
で
が

対
象

▽
減
額
期
間　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改

修
工
事
が
完
了
し
た
年
の
翌
年

度
分
の
み

▽
減
額
申
告
方
法　

次
の
申
告
書

類
を
添
え
て
、
改
修
工
事
完
了

後
、
原
則
３
カ
月
以
内
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

①
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に

伴
う
固
定
資
産
税
減
額
申
告
書

②
領
収
書
（
改
修
工
事
費
用
の
支

払
い
を
確
認
で
き
る
も
の
）

③
工
事
費
明
細
書

④
改
修
箇
所
の
図
面
、
写
真
（
改

修
前
・
改
修
後
）
等

⑤
住
宅
居
住
者
要
件
が
確
認
で
き

る
も
の
（
介
護
保
険
被
保
険
者

証
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
）

住
宅
耐
震
改
修
を
し
た
場
合

減額期間耐震改修工事完了時期

３年度分
平成１８年１月１日　　
　～平成２１年１２月３１日

２年度分
平成２２年１月１日　　
　～平成２４年１２月３１日

１年度分
平成２５年１月１日　　
　～平成２７年１２月３１日

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
を
し
た
場
合

《
申
告
・
問
合
せ
》

　

税
務
課
資
産
税
係
ま
た
は
各

　

総
合
支
所
市
民
生
活
課

住
宅
耐
震
改
修
や

　

住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を
し
た
場
合

　

固
定
資
産
税
を
減
額
し
ま
す


